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告 示■

◎群馬県告示第２７１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

平成３０年１０月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除予定保安林の所在場所 甘楽郡南牧村大字磐戸字橋場山７７６の７、７７６の８

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

◎群馬県告示第２７２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

平成３０年１０月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 保安林予定森林の所在場所 甘楽郡下仁田町大字南野牧字土合１０５３６の１、１０５３６の２、１０５３７、

１０５４０、１０５４４の３、１０５４５の１、１０５４６、１０５４７の１、１０５４７の２、１０５４８、

１０５４９、１０５５０の２、甲１０５５３、１０５５３の２、１０５５４、大字青倉字七久保坂２５８６、２

５９１、２５９２の１、２５９２の２、甲２５９３、乙２５９３、２５９６、２５９９から２６０２まで、２６

４１、２６４２、２６５７、２６５８の２、字中尾上甲２６６１の１、２６６１の２、２６６３、２６６５、２

６６６、乙２６６７、２６６７の１、甲２６６８、２６６８の２、沼田市岩本町字屋敷ヒラ１５３２から１５３

５まで、１５３８

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

甘楽郡下仁田町大字南野牧字土合１０５３６の１、１０５３６の２、１０５３７、１０５４０、１０５４

４の３、１０５４５の１、１０５４６、１０５４７の１、１０５４７の２、１０５４８、１０５４９、１０

５５０の２、甲１０５５３、１０５５３の２、１０５５４、沼田市岩本町字屋敷ヒラ１５３２から１５３５

まで、１５３８

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課並びに沼田市役所及び下仁田町役場に

備え置いて縦覧に供する。
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公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年１０月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年９月２０日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人じゃんけんぽん

３ 代表者の氏名 井上謙一

４ 主たる事務所の所在地 高崎市棟高町１２５７番地５

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域社会で暮らす高齢者・障害者等の生活の自立を支える活動の実施及

び介護施設の運営に関する事業を行い、不特定多数の人々の利益の増進に寄与する事を目的とする。又、これら

の活動に地元企業・団体・個人等が参加することにより安全で活力あるまちづくりの建設に寄与するとともに経

済活動の活性化に寄与する事を目的とする。又、環境保護と子供の健全育成に寄与する事を併せて目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年１０月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年９月２１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人元気の郷

３ 代表者の氏名 伊藤理恵

４ 主たる事務所の所在地 渋川市北橘町八崎７４４番地１

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域社会で暮らす高齢者・障害者等の生活の自立及び子供の健全育成を

支える活動を通して、地域の福祉の向上、地域経済の活性化に寄与することにより、幅広く社会に貢献すること

を目的とする。

群馬県労働委員会の使用者委員及び労働者委員の任期が平成３１年４月１日をもって満了することに伴い、労働

組合法（昭和２４年法律第１７４号）第１９条の１２第３項及び労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３１号）

第２１条第１項の規定により、次期委員を任命したいので、推薦資格を有する使用者団体又は労働組合は、次によ
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り使用者委員又は労働者委員の候補者を推薦してください。

平成３０年１０月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 推薦資格 使用者委員候補者又は労働者委員候補者の推薦資格は、群馬県内のみに組織を有する使用者団体又

は労働組合であり、かつ、労働組合にあっては、群馬県労働委員会から労働組合法第２条及び第５条第２項の規

定に適合すると認められたものであること。

２ 被推薦者の資格 労働組合法第１９条の４第１項の欠格条項に該当しない者であること。

３ 推薦手続

(1) 推薦資格を有する使用者団体は、別記様式第１号による推薦書に被推薦者の履歴書を添えて、群馬県産業経

済部労働政策課へ提出すること。

(2) 推薦資格を有する労働組合は、別記様式第２号による推薦書に被推薦者の履歴書及び群馬県労働委員会から

交付された労働組合法適合証明書の写しを添えて、群馬県産業経済部労働政策課へ提出すること。

４ 推薦書類の受付期間 平成３０年１０月５日から同年１１月３０日まで
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別記様式第１号

推 薦 書

年 月 日

群馬県知事 大 澤 正 明 あて

所 在 地

名 称

代表者氏名 印

労働組合法施行令第２１条の規定により、群馬県労働委員会の使用者委員候補者として、下記の者を推薦します。

記

所属会社又は事業所の名称 所属団体 組合法労働
名 生年月日 所在地並びに所属会社 における 略 歴 第 ９条の４氏 及び １

は事業所における地位 地 位 の有無又 該当
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別記様式第２号

推 薦 書

年 月 日

群馬県知事 大 澤 正 明 あて

所 在 地

名 称

代表者氏名 印

労働組合法施行令第２１条の規定により、群馬県労働委員会の労働者委員候補者として、下記の者を推薦します。

記

所属団体 組合法労働
所属団体の名称及びその事

名 生年月日 における 略 歴 第 ９条の４氏 １
務所の所在地

地 位 の有無該当

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。
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平成３０年１０月５日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ みどり市笠懸町阿左美２０３０－１、２０３０－２ みどり市大間々町桐原３６番地
株式会社不動産流通サービス 代表取締役 志
塚保彦
桐生市相生町三丁目１５８番地１ フローリッ
シュ１号室
小久保淑美

２ 邑楽郡明和町大輪１９８７－１ 邑楽郡明和町新里１１２番地１ 宮の森ハイツ
１０２
遠井守、遠井由華

３ 邑楽郡明和町斗合田４５９－１ 邑楽郡明和町新里６９番地１ オライセレーノ
Ⅵ １０１
岩下和也、岩下あやか

４ 邑楽郡邑楽町大字藤川字神明３２０－１ 太田市東長岡町８２番地２ イーストヒルズ２
０３号
長島一樹

５ 富岡市富岡字北畠１８７８－１、１８７９、１８７ 神奈川県横浜市泉区中田南３－２－３８
９－２、１８８１、１８８２－１、１８８３、１８ 株式会社エーコープ関東 代表取締役 織田展
８４、１８８５、１８８５－２、１８８６－１、１ 男
８８６－２、１８８７、１８８８－１、１８８９－
１、１８８９－７、１８８９－８、１８８９－１
０、１８９１－１、１８９１－７、１８９２、１８
９２先道路の一部、１８９５－１、１８９５－３

６ 渋川市渋川字北原１０６－１、１０６－３、１１１ 石川県白山市松本町２５１２番地
－１、１１１－５、１１２－１、１１２－６、１１ 株式会社クスリのアオキ 代表取締役社長 青
３－３ 木宏憲

７ 安中市上磯部字蟹原２０１－１、２０４、２１６、 東京都千代田区大手町二丁目６番１号
２１７、２１８、２３５、２３９、２４０、２４ 信越化学工業株式会社 代表取締役社長 斉藤
２、２４３、２４４、２４５、２０５－１の一部、 恭彦
２３１の一部、松井田町人見字大宮１６３７－２の
一部
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